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令和元年 ６月２４日 

にししん後見支援預金 商品概要 

商品名 にししん後見支援預金 

ご利用いただける方 住所が兵庫県にあり、神戸家庭裁判所より後見支援預金の口座開設に係る「指

示書」を交付された成年被後見人または未成年被後見人。 

新規口座開設時にお

持ちいただくもの 

・家庭裁判所が交付した「指示書」 

・後見人のご本人確認資料 

・登記事項証明書（後見登記に係るもの・原本） 

・初回預入金（家庭裁判所の「指示書」記載金額と同額） 

・お取引に使用される印鑑（届出印） 

 ＊振込による預入の場合は、０円で口座開設できます。 

  詳しくは、口座開設店にお問い合わせください。 

取扱店舗 兵庫県内の当金庫本支店 

期間 期間の定めはありません。 

ただし、家庭裁判所が交付した「指示書」による場合、若しくは、口座名義

人の死亡及び未成年被後見人が成年となった時点で預金契約は終了します。 

預入 

（１）預入方法 

（２）預入金額 

 

 

（３）預入単位 

 

・家庭裁判所が交付した「指示書」によりお預け頂きます。 

・「後見支援預金に係る手続申込書」により、入金票の提出は不要といたしま

す。 

・１円以上 制限はありません。 

・１円単位 

払出方法 ・家庭裁判所が交付した「指示書」により払出しいたします。 

・「後見支援預金に係る手続申込書」により、払戻請求書の提出は不要といた

します。 

・後見人の本人確認書類の提示をお願いします。 

利息 

（１）適用金利 

（２）利払方法 

（３）計算方法 

 

・変動金利（普通預金金利） 

・年２回（２月・８月）当金庫所定の日に元金（預金残高）に組入れします。 

・毎日の最終残高１，０００円以上について付利単位を１００円として１年

を３６５日とする日割計算とします。 

税金 利息に対して、２０．３１５％（国税１５．３１５％、地方税５％）相当額

の源泉分離課税が適用されます。 

預金保険の適用 預金保険制度の対象商品です。 

元本１，０００万円までとその利息等が保護されます。 

手数料 ・通帳再発行の場合、当金庫所定の手数料を申し受けます。 

・自動振込（定期送金）について、家庭裁判所の交付した「指示書」によっ

て取り扱います。当金庫所定の振込手数料等を申し受けます。 

その他参考事項 ・お取引は、口座開設店の窓口のみとなります。 
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・この預金口座からの各種料金等の自動引落はできません。 

・記帳については、当金庫のＡＴＭのみ取扱いが可能で、他金融機関のＡＴ

Ｍによる記帳はできません。 

・キャッシュカードは発行いたしません（ＡＴＭでの入出金はできません）。 

・マル優（非課税）の取扱いはできません。 

・給与・年金・各種配当金等の受取口座としてのご利用はできません。 

・インターネットバンキング等のご利用はできません。 

苦情処理及び紛争解

決措置について 

後見支援預金について苦情処理又は紛争解決の措置は次のとおりとさせてい

ただいております。 

・苦情処理措置 

 苦情等がございましたら、当金庫の営業日に、お取引営業店又は業務部（午

前９時～午後５時、電話０１２０－８６－２４４０（フリーダイヤル））に

お申し出ください。 

・紛争解決措置 

 下記の弁護士会の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですの

で、ご利用を希望される場合は、当金庫の営業日に、業務部又は全国しん

きん相談所（午前９時～午後５時、電話０３－３５１７－５８２５）にお

申し出ください。 

 ・兵庫県弁護士会（紛争解決センター 電話０７８－３４１－８２２７） 

 ・東京弁護士会（紛争解決センター 電話０３－３５８１－００３１） 

 ・第一東京弁護士会（仲裁センター 電話０３－３５９５－８５８８） 

 ・第二東京弁護士会（仲裁センター 電話０３－３５８１－２２４９） 

 


